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(57)【要約】
二つの端部部材（６ａ～６ｄ、７）と、これら二つの端
部部材の一方から他方（６ａ～６ｄ、７）へと延在する
少なくとも１本のケーブル（２０）とを有する位置決め
、探査及び／又は手術装置。この装置は、二つの端部部
材へそれぞれ直接固定された少なくとも２本のベローズ
（１０）と、各ベローズの内の流体圧力を互いに独立し
て変更する手段（１２，１８）とを備えている。
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【特許請求の範囲】

    【請求項１】  二つの端部部材（６ａ～６ｄ、７）とこれら二つの端部部材

の一方から他方（６ａ～６ｄ、７）へと延在する少なくとも１本のケーブル（２

０）とを有し、二つの端部部材へそれぞれ直接固定された少なくとも２本のベロ

ーズ（１０）と、各ベローズの内の流体圧力を互いに独立して変更する手段（１

２，１８）とを備えたことを特徴とする位置決め、検査及び／又は処置装置。

    【請求項２】  二つの端部部材（６ａ～６ｄ、７）に各々固定された少なく

とも３本のベローズ（１０）を備えたことを特徴とする請求項１に記載の装置。

    【請求項３】  ケーブル（２０）が端部部材（６ｂ、６ｄ）の少なくとも一

方と相対移動可能であることを特徴とする請求項１又は２に記載の装置。

    【請求項４】  ケーブル（２０）が端部部材（６ａ～６ｄ、７）の一方に固

定されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の装置。

    【請求項５】  ケーブル（２０）が装置長手軸（８）に対して離心している

ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の装置。

    【請求項６】  ケーブルがベローズ（１０）の外側に延在していることを特

徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の装置。

    【請求項７】  ベローズ（１０）に流体を供給するための供給チューブ（１

２）を含み、ケーブル（２０）が供給チューブ（１２）の外側を通過しているこ

とを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の装置。

    【請求項８】  ケーブル（２０）が装置の変形中に端部部材の少なくとも一

方に当接可能な少なくとも一つの止め部材（３６）を担持していることを特徴と

する請求項１～７のいずれか１項に記載の装置。

    【請求項９】  ケーブル（２０）が二つの端部部材（６ａ～６ｄ）に対して

互いに逆向きの２方向で当接可能な少なくとも二つの止め部材（３６）を担持し

ていることを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の装置。

    【請求項１０】  ケーブル（２０）のベローズ毎の本数が２本であり、各ベ

ローズのそれぞれ両側にケーブルが配置されていることを特徴とする請求項１～

９のいずれか１項に記載の装置。

    【請求項１１】  一連に配置された少なくとも三つの端部部材（６ａ～６ｄ
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）を有し、隣接する端部部材の対毎に二つの端部部材に各々固定された少なくと

も２本ずつのベローズ（１０）を備えたことを特徴とする請求項１～１０のいず

れか１項に記載の装置。

    【請求項１２】  隣接する端部部材の対毎に各対の両端部部材に固定された

各ベローズ（１０）内の流体圧力を変更すると共にこの圧力変更を各対の両端部

部材に固定されたベローズ同士で互いに独立して実行可能な手段（１２，１８）

を含むことを特徴とする請求項１１に記載の装置。

    【請求項１３】  圧力変更手段が、一方の対の両端部部材に固定された各ベ

ローズ内の圧力を変更可能で且つこの圧力変更を他方の対又は端部部材の対のう

ち他の対の端部部材に固定されたベローズとは独立して実行可能であることを特

徴とする請求項１１又は１２に記載の装置。

    【請求項１４】  端部部材の一方の対における２本のベローズが他方の対の

各ベローズ又は別の対の各ベローズと流路連結されていることを特徴とする請求

項１１又は１２に記載の装置。

    【請求項１５】  二つの端部部材が互いに接近する方向へ移動すること又は

二つの端部部材が互いに予め定められた値を超えて接近する方向へ移動すること

を防止するように配置された少なくとも一つのスペーサー（１６）を含むことを

特徴とする請求項１～１４のいずれか１項に記載の装置。

    【請求項１６】  各ベローズが、長手方向に直交する方向の寸法を実質的に

変えることなく前記流体の作用により長手方向に伸縮可能であることを特徴とす

る請求項１～１５のいずれか１項に記載の装置。

    【請求項１７】  操作側端部に近いほうの端部部材（６ｄ）に固定された内

側の第１シース（２４）と、各端部部材（６ａ～６ｄ）を受け入れて前記内側の

第１シース内で摺動可能な外側の第２シース（１４）とを備えたことを特徴とす

る請求項１～１６のいずれか１項に記載の装置。

    【請求項１８】  前記流体が液体であることを特徴とする請求項１～１７の

いずれか１項に記載の装置。

    【請求項１９】  装置の一端から他端に延在する中空の長手方向の空間を有

することを特徴とする請求項１～１８のいずれか１項に記載の装置。
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    【請求項２０】  前記中空の長手方向の空間が内部に器具又は案内管を通過

可能に形成されていることを特徴とする請求項１９に記載の装置。

    【請求項２１】  請求項１～２０のいずれか１項に記載の位置決め、検査及

び／又は処置装置を含むことを特徴とする医療－外科用器具。

    【請求項２２】  カテーテルを構成していることを特徴とする請求項２１に

記載の器具。

    【請求項２３】  内視鏡を構成していることを特徴とする請求項２１に記載

の器具。
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【発明の詳細な説明】

      【０００１】

  本発明は、例えばカテーテル、内視鏡、又は腹腔鏡などの特に医療－外科用器

具のための位置決め、検査及び／又は処置装置に関するものである。本発明はま

た、数ミリメートルから数デシメートルの範囲に納まる寸法のこの種の装置を使

用する必要がある各種産業に関する。

      【０００２】

  医療用及び外科用の器具、例えば内視鏡やカテーテルは、診査又は手術目的で

体内管路又は体腔内（血管、消化管又は尿路など）へ導入するものとして知られ

ている。このような器具で見られる大きな問題点の一つは、これらの器具が進ん

で行く体内管路や体腔の湾曲に沿うように、或いは分岐点で二つの経路の一方を

選択できるように、或いは障害物を回避するように変形可能でなければならない

ことであり、同時に組織への損傷を可能な限り最小限にしなければならないこと

である。この問題は、例えば大動脈用補綴具を挿入することで動脈瘤を治療しよ

うとする場合に発生する。この問題を解決するために、複数本の内部ケーブルを

押し引きして或る方向又は別の方向へ曲げるようにした器具が知られており、例

えば欧州特許第０７８８８０７号公報に記載されている。しかしながら、ケーブ

ルを押し出して湾曲させる器具は急峻な湾曲には追従できず、器具の前進操作は

煩雑になる欠点がある。更にこの形式の器具は可撓性に欠け、硬すぎることが多

い。文献「結腸鏡検査用マイクロロボットシステム（"A micro-robotic system 

for colonoscopy", Proceedings of the 1997 IEEE Internal Conference on Ro

botics and Automation, Albuquerque, New Mexico, April 1997）」には本体が

随意に伸縮可能なベローズからなる器具が提案されており、この器具は体内管腔

内を芋虫のように前進させることができるようになっている。しかしながら、こ

の器具でも依然として或る定められた曲率以下の急峻な湾曲には追従不可能であ

る。

      【０００３】

  一方、別分野の多くの工業用途においても、機械やロボットの精度不足を端部

の担持ツールやその一部の正確な再位置決め手段によって修正する必要がある。
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例えば、係合させるべき二部品のマークを相互に位置合わせしたり（挿入時の再

位置合わせ）、或いはツールと加工品との接触圧力を最小限にする（バリの除去

など）必要がある場合などである。

      【０００４】

  この目的には以下の三種類のシステムが用いられている。

  ・平行移動用の軸と回転用の軸とを組み合わせ、外部位置検出器から与えられ

る相対位置情報に基づいく駆動制御で動作する旧来の精密機械装置。例えばレー

ザービームをその照射位置で再調整しつつ二部品を溶接する装置がある。この場

合、追従させるべき接合面とプログラムされた目標照射位置にあるレーザービー

ムの実位置との間の位置誤差情報は、ビーム上流側に配置されカメラから与えら

れる。

  ・パッシブ応答形装置。この種の装置は弾性変形機械システムであり、ツール

又は担持部材と加工対象部材又は受け取り側部材との間の外部接触圧力の作用に

よって変形する。変形可能な弾性要素の配置とその剛性は、端部部材（ツール又

は担持部材）の移動がプログラムされた目標照射線に沿う全ての方向で接触圧力

を最小とするように選ばれる。

  ・アクティブ応答形装置。この種の装置は内部アクチュエータを装備した機械

的システムであり、内部アクチュエータが端部部材の移動をシステム内の力セン

サーから与えられる接触圧力値の関数として制御する。この場合の発想もプログ

ラムされた照射方向に沿って接触圧力を最小にしようとするものでしかない。

      【０００５】

  これらの分野においても、制御された大きな曲げを柔軟性と組み合わせること

のできる位置決め、検査及び／又は処置装置を手に入れることは必要である。

      【０００６】

  本発明の目的は、以上のように要求されている曲りを得るように制御可能で且

つ実質的な可撓性を与えることのできる位置決め、検査及び／又は処置装置を提

供することにある。

      【０００７】

  本発明は、上記目的を達成するため、二つの端部部材とこれら二つの端部部材
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の一方から他方へと延在する少なくとも１本のケーブルとを有する位置決め、検

査及び／又は処置装置を提供するものであり、この装置は二つの端部部材へそれ

ぞれ直接固定された少なくとも２本のベローズと、各ベローズの内の流体圧力を

互いに独立して変更する手段とを備えている。

      【０００８】

  従って、二本のベローズは、ベローズ相互の圧力を常に等しく維持しながら個

々のベローズ内の圧力を変えることで装置の長さを変えることができる。即ち、

装置の伸長又は収縮が可能となる。更に、装置を湾曲させるためにベローズ内の

圧力を互に異なる値に変えることができる。また、これら二種類の動作を組み合

わせることも可能である。単純にケーブルで制御されている従来装置で可能な曲

げ以上にベローズによって装置を急峻な曲率に曲げることができることは実際に

確認されている。これは、特に一方のベローズを高圧にし他方のベローズを低圧

にするという同時操作による曲げによるものであるが、これに対して従来公知の

装置におけるケーブルは基本的に牽引のみで曲げ動作を行うだけである。更に、

本発明による装置は圧力差を与えてその大きさに応じて作動させることにより変

形し、換言すれば相対圧力を制御することにより変形する。但し、本発明による

装置においてはベローズ内に生じている圧力の絶対値を調整して装置の可撓性又

は剛性を変化させることも可能である。即ち、高圧で動作させると装置は外部の

力に対して剛性となる。逆に、低圧で動作させると装置は比較的柔軟に変形可能

となり、周囲に対する危険性が殆どなくなることから医療分野での用途に極めて

有益である。圧力を制御することにより、装置の剛性を随意に変えることが可能

になる。特に、本発明による装置は最大の剛性又はその逆に最大の柔軟性をもた

せることができる。これこそが、この位置決め、検査及び／又は処置装置が医療

分野（外科など）並びに多くの産業分野で特に有利であることの理由である。

      【０００９】

  更に、装置の曲率は各ベローズ及び／又は１本以上のケーブルによって随意に

制御される。

      【００１０】

  有利には、本装置は各々両端部部材に固定された少なくとも３本のベローズを
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含備えるものである。

      【００１１】

  これにより、本装置はあらゆる方向に曲げることができるようになる。

      【００１２】

  有利には、本装置は一方の端部部材から他方へ延在する少なくとも１本のケー

ブルを含むものである。

      【００１３】

  有利には、ケーブルは端部部材の少なくとも一方に固定されるか、或いはまた

端部部材の少なくとも一方と相対移動可能とされる。

      【００１４】

  有利には、ケーブルは装置長手軸に対して離心配置されている。

      【００１５】

  有利には、ケーブルはベローズの外側に延在している。

      【００１６】

  有利には、本装置はベローズに流体を供給するための供給チューブを含み、ケ

ーブルは供給チューブの外側を通過している。

      【００１７】

  有利には、ケーブルは装置の変形中に端部部材の少なくとも一方に当接可能な

少なくとも一つの止め部材を担持している。

      【００１８】

  有利には、ケーブルは二つの端部部材に対して互いに逆向きの２方向で当接可

能な少なくとも二つの止め部材を担持している。

      【００１９】

  有利には、ケーブルのベローズ毎の本数が２本であり、これらケーブルは各ベ

ローズのそれぞれ両側に配置されている。

      【００２０】

  有利には、本装置は一連に配置された少なくとも三つの端部部材を有し、隣接

する端部部材の対毎に二つの端部部材に各々固定された少なくとも２本ずつのベ

ローズを備えている。
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      【００２１】

  即ち、本装置は曲げを重ねたり組み合わたりすることのできる少なくとも二段

の構成を提供するものである。

      【００２２】

  有利には、本装置は隣接する端部部材の対毎に各対の両端部部材に固定された

各ベローズ内の流体圧力を変更すると共にこの圧力変更を各対の両端部部材に固

定されたベローズ同士で互いに独立して実行可能な手段を含んでいる。

      【００２３】

  有利には、圧力変更手段は、一方の対の両端部部材に固定された各ベローズ内

の圧力を変更可能で且つこの圧力変更を他方の対又は端部部材の対のうち他の対

の端部部材に固定されたベローズとは独立して実行可能であるものとする。

      【００２４】

  有利には、端部部材の一方の対における２本のベローズは他方の対の各ベロー

ズ又は別の対の各ベローズと流路連結されている。

      【００２５】

  有利には、本装置は二つの端部部材が互いに接近する方向へ移動すること又は

二つの端部部材が互いに予め定められた値を超えて接近する方向へ移動すること

を防止するように配置された少なくとも一つのスペーサーを含んでいる。

      【００２６】

  有利には、各ベローズは、長手方向に直交する方向の寸法を実質的に変えるこ

となく前記流体の作用により長手方向に伸縮可能である。

      【００２７】

  従って、二段構成の曲げを互いに異なる平面上又は同一平面上で行わせること

ができる。この場合、二段構成の各段を同一方向に又は逆方向に伸長させること

ができる。

      【００２８】

  有利には、本装置は操作側端部に近いほうの端部部材に固定された内側の第１

シースと、各端部部材を受け入れて前記内側の第１シース内で摺動可能な外側の

第２シースとを備えている。
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      【００２９】

  この場合、装置の全長は装置内部と外部との間の密封を損なうことなくベロー

ズを作動させることで変更可能である。

      【００３０】

  有利には、前記流体は液体である。

      【００３１】

  有利には、液圧又はケーブル張力の変化を組み合わせ、それによって装置の剛

性と向きを変更できるようにする。

      【００３２】

  有利には、本装置は装置の一端から他端に延在する中空の長手方向の空間を有

している。

      【００３３】

  この空間内には手術用又は診察用その他の要素を受け入れることができる。

      【００３４】

  有利には、中空の長手方向の空間の内部は器具又は案内管が通過可能とされて

いる。

      【００３５】

  本発明はまた、本発明による位置決め、検査及び／又は処置装置を含む医療－

外科用器具を提供するものである。

      【００３６】

  有利には、この医療－外科用器具はカテーテルである。

      【００３７】

  有利には、この医療－外科用器具は内視鏡である。

      【００３８】

  本発明のその他の特徴と利点は、以下に述べる二つの好適な実施例及び限定を

意図しない変形例により更に明らかとなる。

      【００３９】

  本発明の第１実施例について図１～３を参照して説明する。本実施例では、位

置決め装置２は二つのモジュール、即ち構成段４を有する。各構成段４は後述す
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るように導管が貫通した中実の二つの円筒状端部部材６を有する。全部で四つの

端部部材６は同一構成であり、共通の長手軸８に沿って一連に配列されている。

一連の端部部材を各々符号６ａ、６ｂ、６ｃ、６ｄで示す。端部部材６ａは装置

自由端に相当する先端側端部部材である。端部部材６ｄは操作者の手元に近い方

の操作側端部部材であり、本装置の流体制御／供給手段１８に最も近い端部部材

である。

      【００４０】

  端部部材６ａと６ｂは一つの対を形成し、端部部材６ｃと６ｄは別の対を形成

する。これら二対の各々には複数のベローズ１０が連結され、本実施例において

各対には三つずつのベローズが結合されている。全部で六つのベローズ１０はい

ずれも同一構成である。これらは全体としては長手軸８と平行な細長い円筒状の

形をしている。端部部材の各対における三つのベローズは、長手軸８の周囲に均

等配置されている。各ベローズの両端部は対応する対の二つの端部部材に固定さ

れ、更に詳しくはこれらの軸方向端面に固定されている。各ベローズの先端側の

端部は密閉されている。

      【００４１】

  装置は６本の導管１２を有し、これら導管は各ベローズ１０毎に１本ずつ配さ

れ、いずれの導管も長手軸８と平行に延在している。導管のうち３本はベローズ

から遠い方の操作側軸端面を介して操作側端部部材６ｄの内部まで達している。

これら３本の導管は端部部材６ｄ内の貫通流路を介して三つのベローズの各操作

側軸端と流路連通している。他の３本の導管１２は長手軸８周囲で一定間隔の配

置で二つの端部部材６ｄ及び６ｃを貫通し、これら端部部材の間の部分ではそれ

ぞれ隣接した二つのベローズの間の位置を通っている。これら他の３本の導管は

二つの端部部材６ｃと６ｄに対してはそれらの開口部内を通過して摺動自在にな

っている。更にこれら他の３本の導管は二つのモジュール４の間の空間を通り端

部部材６ｂの操作側端部へ達している。

      【００４２】

  これらの導管の径方向の配置位置と間隔は、折り畳まれた環状スリーブ（人工

器官）を、その解放装置（膨張バルーン）と共に受け入れることができるような
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大小様々な直径の中央チャンネル及び大小様々な寸法の周囲空間を残すように選

定することができる。各導管は端部部材６ｂの内部で対応する端部部材に連結さ

れた三つずつのベローズ１０と流路連通している。前述の構成から判るように、

三つずつのベローズの二つのグループは、軸方向からみて互いに長手軸８の周囲

で円周の６分の１だけずれて配置されている。このようにして６本の導管１２は

長手軸８周囲に均等に配置可能である。これは、端部部材の各対に結合された３

本ずつの導管１２に当てはまることである。各導管１２は、これと結合するベロ

ーズと流路連通し、これと合わせて他の導管やベローズに対して液密性の組立体

を構成する。

      【００４３】

  これらの装置要素の全ては、先端側の端部部材６ａと液密結合可能な可撓性シ

ース１４内に封入されている。二つの端部部材６ｂと６ｃとの間の間隔は、装置

の構成にかかわらず、シース１４に隣接して端部部材６ｂ、６ｃの対向軸端部間

を固定的に支承するスペーサー１６によって一定に維持されている。スペーサー

の長さは、端部部材６ｂ、６ｃの間に予め定められた固定間隔が得られるように

選定可能である。変形例として、これら二つの端部部材６ｂ、６ｃの一方を省略

して操作側のモジュールの先端側端部部材で先端側のモジュールの操作側端部部

材を兼用するようにしてもよい。

      【００４４】

  シース１４は端部部材６ｂ、６ｃの間に空間を残すように摺動でき、これによ

ってこの空間内へ折り畳まれた人工器官を解放することができる。その結果、シ

ース１４は液密的に端部部材６ａと接続することを要しない。端部部材６ｂ、６

ｃの間にある３本の供給用導管は、他の３本の導管よりも径方向内側へ接近させ

て端部部材６ｂ、６ｃの間に大きな周囲空間を残すようにすることもできる。

      【００４５】

  ベローズは柔軟で伸縮及び／又は湾曲が可能である。本装置は、液体、本実施

例では生理的血清などを導管１２の各々（従ってこれに結合するベローズ）に加

圧注入する手段１８を有する。これらの手段は、ベローズ毎に独立して各ベロー

ズにおける圧力を設定できるようにする。このような圧力供給／制御手段はそれ
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自体公知のものであり、ここでは詳細には説明しない。基本的な形態として、こ

れらの手段は複数の導管１２の各々と個々に連結された６本の切り離し不可能な

非復帰型注射器の組によって構成される。更に精巧な形態では、これらの手段は

各導管へ例えばキーパッド、ジョイスティック又は音声コマンドなどの適当な装

置から与えられる一般的曲げコマンドの関数として液体を供給可能な分配弁装置

によって構成される。これらの制御手段は端部部材から遠隔の位置に配置され、

本実施例のように医療－外科検査の場合は体外に設置される。

      【００４６】

  この場合、圧力供給／制御手段は実質的にベローズの径方向の寸法を変更させ

ずに流体の作用によって長手方向に沿って伸縮させることができるように設けら

れる。

      【００４７】

  次に、モジュール４の変形のさせ方を説明する。湾曲させずに伸長させるには

ベローズ１０の各々で圧力を増加させれば充分であり、この場合、３本のベロー

ズ全ての瞬時圧力が同じになるようにする。同様に、３本のベローズ全ての圧力

を均等に減少させればモジュールは収縮する。モジュールを湾曲させるには、図

５に図示したように曲率中心Ｏから遠い方のベローズ１０１（１本又は２本共）

へ高い圧力を供給すれば充分である。これにより該ベローズは他のベローズ１０

２よりも長くなるように伸長され、従って端部部材６の間に相対的な傾斜が発生

して装置が湾曲される。これらの変形を共に同一モジュール内で組み合わせて長

さと曲率が同時に変化するようにすることができるのは述べるまでもない。

      【００４８】

  ６本の制御用導管１２は図６に示すように各構成段を完全に独立した形式で変

形させることができ、図６では２つの構成段が同一平面内で逆方向に湾曲してい

る。特に各構成段は互いに独立して制御可能である。更に、６本のベローズの各

々は独立して制御可能である。両方の構成段が同時に収縮又は伸長された場合、

これらの変形は重ね合わされることになる。本発明の装置は、制御システムを介

して変形を制御及び監視することが可能であることから能動的な応動性を有して

いる。また外部圧力の作用によって或る程度の範囲内で変形可能であるため受動
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的な応動性も有している。即ち、導管内の圧力が高いほど装置は硬直化する。逆

に内圧が低いほど装置は一層可撓性かつ柔軟になる。本装置は組み合わせ応動性

すなわち能動と受動の両方を呈するものである。動作圧力は、周囲媒体圧力より

高くなるように、或いは低くなるように選定可能である。

      【００４９】

  このような装置によって得られる変形は、ケーブルのみによって制御される装

置で得られる変形よりも大きなものとなるが、その理由は、特にケーブルでは専

ら牽引作用で変形させるだけだからである。これに対して本発明の装置は、ベロ

ーズの少なくとも一方を圧力の増加で作動させて他方を圧力の低下で作動させ、

これらの組み合わせ作用で構成段を同一方向に湾曲させるように動作を制御する

ことができる。

      【００５０】

  本装置はその長手軸８上に中空の中央空間を備え、この空間は装置全長に沿っ

て遮断されていない。この空間はベローズ１０の間と導管１２の間に延在し、各

端部部材６を貫通する各々の中心開口部によって画定されている。この空間は、

何らかの選択された器具、ツール、カメラ、液体放出ホース、電気ケーブル、光

ファイバー、光線、レーザービーム、診断装置、手術器具、針、生検針、結紮装

置（クランプ、クリップ、チゼルその他）などを収容するために利用できる。

      【００５１】

  各モジュール４は小型化して２ｃｍ以下の長さ及び５ｍｍ未満の直径とするこ

とができる。

      【００５２】

  図４に示す実施例は先行実施例と類似している。但し、各ベローズ１０とそれ

に結合する導管１２が本実施例では同軸上に配置され、これに沿って貫通するケ

ーブル２０を有する点で特に異なっている。ベローズの密閉先端部が固定される

端部部材６ａ又は６ｃにケーブル２０が固定されている。制御手段１８は他のケ

ーブルに作用せずにケーブル２０のいずれか一本だけを意図的に牽引することが

可能である。この装置は、前述のように圧力だけを操作するか、ケーブルだけを

操作するか、或いは両者を同時に操作することにより変形され、これにより、長
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さ及び特記すべき曲げに関する変形と可変剛性の機能を獲得している。

      【００５３】

  従ってこのモジュールはベローズ内の圧力を減少することで収縮可能である。

また、３本の制御ケーブルに等しい牽引力をかけることでも収縮可能である。モ

ジュールを湾曲させるには、第１実施例を参照して説明したようにモジュールの

一方のベローズと他方のベローズで圧力を変える。更に、ベローズ１０２はケー

ブルの牽引によって同時に収縮でき、これにより装置全体の曲率を増加できる。

各ベローズの圧力とケーブル牽引の組み合わせにより装置の剛性を変化できる。

      【００５４】

  以上の各実施例において、ベローズ１０は、図２に一点鎖線で示したようにベ

ローズの最も短い設計長よりも更に短い筒状スペーサー２２で各ベローズを包囲

することにより、座屈の危険から回避される。

      【００５５】

  図４に示す実施例において、装置は二つのシースを有している（この特徴はケ

ーブルの存在とは無関係である）。本装置は、第１シース１４と同軸に内接した

第２シース２４を有しており、内側の第２シース２４は操作側端部部材６ｄの操

作側端面に固定されて制御手段１８に向かって延在している。これら２本のシー

スは操作側端部部材６ｄに対向する端部部材６ａの動きの作用として相対的に摺

動可能である。これにより、外側シースを操作側へ後退させつつ内側シースを長

手方向の所定位置に保持することが可能になる。

      【００５６】

  外側シース１４は内側シース２４上を摺動可能である。内側シース２４の移動

が妨げられると端部部材６ｄがこれに当接して逆行できないので外側シース１４

が短縮し、従って内側シース２４には全体として長手方向の所定位置に装置を保

持する機能があることになる。

      【００５７】

  図７と図８に第３実施例を示す。本実施例においても先行実施例と同様に装置

は二つの構成段４を含み、各構成段は二つの主要な端部部材６を有している。各

構成段は更に付加的に中間端部部材７を二つの端部部材６の間に含み、これらは
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同軸上にある。各構成段では、３本のベローズの各々が互いに一列に直列配置さ

れたベローズ１０の対に置き換えられ、これら対毎のベローズは互いに流路連通

して中間端部部材７の両側に配置されている。従って、各対毎のベローズ１０の

各々は一方では主要端部部材６の一つに、他方では中間端部部材７に連結されて

いる。

      【００５８】

  このように、第１実施例の各ベローズを直列配置で同時に制御される２本のベ

ローズに置き換えることにより、各構成段の長さと曲率の変化の大きさを増大す

ることができる。

      【００５９】

  更に、中間端部部材７はスペーサーの機能も提供するので、第１又は第２実施

例のベローズが非常に長い場合に発生する虞のあるベローズの座屈を防止するこ

ともできる。

      【００６０】

  更に、本実施例では、各構成段には６本ずつのケーブル２０が一つの専用グル

ープとして結合されている。従って装置全体は１２本のケーブル２０を含んでい

る。この場合、各ケーブルはベローズと導管１２の外側に延在している。ベロー

ズの各対は、図７及び図８に示したように、ベローズの両側に延在する２本のケ

ーブルと結合されている。図７は操作側構成段４の主端部部材６の一つ、即ち図

８で下部左側にある構成段を示す。この端部部材は６個の主開口部３０を備え、

これらは端部部材の中心軸８と中央チャンネル３２の周囲に均等間隔で配置され

ている。端部部材の両端面にある主開口部３０は操作側構成段のベローズ１０又

は先端側構成段の導管１２に対応する。

      【００６１】

  この端部部材はまた１２個の副開口部３４を備え、これらは対構成で主開口部

に付属し、主開口部の近傍を貫通している。これらの副開口部は二つの構成段の

ケーブルを受け入れるように機能する。基本的には、未使用の開口部の配設を避

けるために先端側構成段の端部部材に設ける主開口部と副開口部の数は半分まで

減じてもよい。
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      【００６２】

  本実施例では、各ケーブル２０は端部部材６，７の全てに対して相対移動可能

である。各導管１２が有効に接続されるように設計された各々の主端部部材につ

いて、ケーブルは例えばケーブルの結び目によって、或いはケーブルに接着又は

溶接された部品によって形成される止め部材３６を担持している。止め部材はケ

ーブルがいずれかの方向に、そして端部部材に設けられた副開口部３４の何らか

の限界を超えて摺動するのを防止する。各ケーブルは、２つの関連する端部部材

が離反する方向に移動できる距離をケーブルで制限するために配置された二つの

止め部材を担持している。

      【００６３】

  最も先端側にある止め部材は装置を短縮したい場合に使用する。各ケーブルの

二つの止め部材は協動して伸長動作中のベローズの塑性変形を防止するように機

能する。

      【００６４】

  図９は第３実施例の変形例としての第４実施例を構成する端部部材を示す。こ

の場合、各端部部材は１２個に代えて６個の副開口部３４を有している。６個の

開口部は三対を構成して操作側構成段に関連する三つの主開口部３０の周辺に配

置される。これらの副開口部は６本の関連するケーブルを受け入れる役割を果た

す。先端側構成段に結合される６本のケーブルは、本実施例においては操作側構

成段では中央チャンネル３２に通される。これらは先端側構成段で６個の副開口

部を占有することになる。

      【００６５】

  端部部材は、金属、プラスチック材料、又は複合材料で製作可能である。ベロ

ーズは、金属、プラスチック材料、又は複合材料で製作可能である。またベロー

ズは、接着剤、鑞付け、ハンダ付け、螺子止め、リベット止めなどにより液密状

態で端部部材へ固定できる。同じことが加圧液体を供給する導管のホースにも当

てはまり、これは可撓性であると同時にベローズが受け入れ可能な最大圧力に耐

える必要がある。

      【００６６】
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  端部部材はまた、空気以外の流体、特に液体を使用する場合、加圧室（ベロー

ズ１０、供給ホース１２の内部）から空気を排出するための凹部を備えていても

よい。これらの凹部は空気を排出後に封止するように栓で密閉可能とする。端部

部材も、センサーを受け入れるための凹部や、鉗子類、切断鉗子、鋏、クランプ

、持針器、生検針、吸引ノズルなどの種々の形式のツールを受け入れるための装

置を備えることができる。

      【００６７】

  本発明による装置は、例えば超音波センサーなどの位置センサーを有していて

もよく、それによりオペレータが外側から装置を誘導し易くしてもよい。

      【００６８】

  ケーブルは形状記憶合金で製作して温度変化の作用により伸長又は収縮するよ

うにしてもよい。

      【００６９】

  ベローズにはニッケル電気メッキを施しておくことが望ましい。

      【００７０】

  本発明の位置決め装置は、破棄可能な使い捨て用に設計可能である。

      【００７１】

  端部部材が相対的に平行移動また回転移動可能であることから、本発明の装置

には以下のように多くの用途が想定できる。

      【００７２】

１）医療－外科分野：

  ・検査しようとする自然な形の体内管腔の蛇行に追従してマイクロカメラや光

学装置を搬送するのに適した操縦自在な端部を備え、レーザービーム又は他の何

らかの波動或いはツール（生検針、注射針、鋏、鑷子、鉗子、吸引ノズル、電気

メスその他）を所定の方向に向ける（可能な移動限界内で）ように内視鏡の曲げ

を変えることができる。

  ・前述の内視鏡と同じ性質をカテーテルに持たせることができる。

  ・外科用器具に腹腔鏡又は大腸鏡器具を装着することができる。

      【００７３】
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２）産業分野：

  この分野では、装置の大きさは制限因子ではなく、数ミリメートルから数デシ

メートルの範囲にすることが可能である。用途としては以下のようなものが挙げ

られる。

  ・配管内の検査及び処置装置。

  ・障害者用のロボットハンド又はマニピュレータ用の把持フィンガー。

  ・歩行ロボット用の脚、又は歩行器用の脚。モジュールが伸縮できる能力は二

つの直交する方向に交叉する動きと組み合わせることで例えば４本脚の歩行器に

より長手方向と横方向の双方へ移動できるようになる。

  ・鏡、導波管、光ファイバー、光又はレーザービームなどを３次元的で指向さ

せる装置。

  ・二つの固体部材間を接続する可変剛性の関節。

  ・傾斜制御可能な回転カップリング。例えば穿孔装置では穿孔ツール（油浸穿

孔又は他の環境の場合）を回転前進させるシステムを含むように工夫できる。穿

孔ツール（ビット、カッター）が変形をプログラムしてツールの回転運動と同期

させたカップリング経由で回転を伝達する装置に結合されると、湾曲した線に沿

った穿孔が可能になり、これは、従来のプラットホームから開始して垂直方向に

穿孔してから水平方向に穿孔できるようにすることが好ましい場合などが当ては

まる。

      【００７４】

  その他の用途は、３次元的に一つの固体物体を他の物体に対して操縦できるこ

とが望まれる多くの他の分野で想定される。

      【００７５】

  本発明は、本質的に特許請求の範囲を逸脱することなく多様な変形を行うこと

が可能である。構成段の数は一つ、二つ、又はそれ以上であってもよい。構成段

あたりのベローズ本数は２本、３本又はそれ以上とすることができる。

      【００７６】

  前述の各実施例において、あまり有利ではないが、少なくとも対として２つの

構成段のベローズが互いに直列に連なるように配置して３本のダクト１２だけが
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存在するようにし、各々で２本のベローズ、すなわち各構成段で少なくとも１本

のベローズを制御するようにすることも可能である。本来、このような状況では

これら２本のベローズは既に互いに独立して制御できないが、各ベローズの軸方

向の変形の大きさと各モジュールの伸長度は増加する利点がある。

      【００７７】

  ベローズの周壁は図示したジグザグ形状とは異なる断面形状であってもよい。

またこのベローズは、長手方向には弾性を示すが径方向には弾性を示さないよう

にした円筒形状の周面とすることもできる。

      【００７８】

  ケーブルは何らかのプラスチック材料、特にポリマー、例えばナイロン、ダク

ロン、ケブラーから製作したり、金属から製作することができる。

【図面の簡単な説明】

    【図１】

  本発明の第１実施例を構成する位置決め装置の斜視図である。

    【図２】

  本発明の第１実施例を構成する位置決め装置の部分拡大斜視図である。

    【図３】

  図１の装置の部分切欠斜視図である。

    【図４】

  本発明の第２実施例を構成する位置決め装置の要部縦断面図である。

    【図５】

  先行図面に示す装置の一段の構成部分について湾曲変形の形態を示す説明図で

ある。

    【図６】

  先行図面に示す装置の二段の構成部分について湾曲変形の形態を示す説明図で

ある。

    【図７】

  本発明の第３実施例を構成する装置の端部部材を示す斜視図である。

    【図８】
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  第３実施例による装置の要部斜視図である。

    【図９】

  本発明の第４実施例における端部部材を図７と同様に示す斜視図である。

【図１】

【図２】
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【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【手続補正書】特許協力条約第３４条補正の翻訳文提出書

【提出日】平成１４年６月２４日（２００２．６．２４）

【手続補正１】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

    【特許請求の範囲】

    【請求項１】  二つの端部部材（６ａ～６ｄ、７）とこれら二つの端部部材

の一方から他方（６ａ～６ｄ、７）へと延在して端部部材（６ｂ、６ｄ）の少な

くとも一方と相対移動可能な少なくとも１本のケーブル（２０）とを有し、二つ

の端部部材へそれぞれ直接固定された少なくとも２本のベローズ（１０）と、各

ベローズの内の流体圧力を互いに独立して変更する手段（１２，１８）とを備え

たことを特徴とする位置決め、検査及び／又は処置装置。

    【請求項２】  二つの端部部材（６ａ～６ｄ、７）に各々固定された少なく

とも３本のベローズ（１０）を備えたことを特徴とする請求項１に記載の装置。

    【請求項３】  ケーブル（２０）が端部部材（６ａ～６ｄ、７）の一方に固

定されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の装置。

    【請求項４】  ケーブル（２０）が装置長手軸（８）に対して離心している

ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の装置。

    【請求項５】  ケーブルがベローズ（１０）の外側に延在していることを特

徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の装置。

    【請求項６】  ベローズ（１０）に流体を供給するための供給チューブ（１

２）を含み、ケーブル（２０）が供給チューブ（１２）の外側を通過しているこ

とを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の装置。

    【請求項７】  ケーブル（２０）が装置の変形中に端部部材の少なくとも一

方に当接可能な少なくとも一つの止め部材（３６）を担持していることを特徴と

する請求項１～６のいずれか１項に記載の装置。

    【請求項８】  ケーブル（２０）が二つの端部部材（６ａ～６ｄ）に対して
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互いに逆向きの２方向で当接可能な少なくとも二つの止め部材（３６）を担持し

ていることを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の装置。

    【請求項９】  ケーブル（２０）のベローズ毎の本数が２本であり、各ベロ

ーズのそれぞれ両側にケーブルが配置されていることを特徴とする請求項１～８

のいずれか１項に記載の装置。

    【請求項１０】  一連に配置された少なくとも三つの端部部材（６ａ～６ｄ

）を有し、隣接する端部部材の対毎に二つの端部部材に各々固定された少なくと

も２本ずつのベローズ（１０）を備えたことを特徴とする請求項１～９のいずれ

か１項に記載の装置。

    【請求項１１】  隣接する端部部材の対毎に、各対の両端部部材に固定され

た各ベローズ（１０）内の流体圧力を変更すると共にこの圧力変更を各対の両端

部部材に固定されたベローズ同士で互いに独立して実行可能な手段（１２，１８

）を含むことを特徴とする請求項１０に記載の装置。

    【請求項１２】  圧力変更手段が、一方の対の両端部部材に固定された各ベ

ローズ内の圧力を変更可能で且つこの圧力変更を他方の対又は端部部材の対のう

ち他の対の端部部材に固定されたベローズとは独立して実行可能であることを特

徴とする請求項１０又は１１に記載の装置。

    【請求項１３】  端部部材の一方の対における２本のベローズが他方の対の

各ベローズ又は別の対の各ベローズと流路連結されていることを特徴とする請求

項１０又は１１に記載の装置。

    【請求項１４】  二つの端部部材が互いに接近する方向へ移動すること又は

二つの端部部材が互いに予め定められた値を超えて接近する方向へ移動すること

を防止するように配置された少なくとも一つのスペーサー（１６）を含むことを

特徴とする請求項１～１３のいずれか１項に記載の装置。

    【請求項１５】  各ベローズが、長手方向に直交する方向の寸法を実質的に

変えることなく前記流体の作用により長手方向に伸縮可能であることを特徴とす

る請求項１～１４のいずれか１項に記載の装置。

    【請求項１６】  操作側端部に近いほうの端部部材（６ｄ）に固定された内

側の第１シース（２４）と、各端部部材（６ａ～６ｄ）を受け入れて前記内側の



(29) 特表２００３－５３０９７５

第１シース内で摺動可能な外側の第２シース（１４）とを備えたことを特徴とす

る請求項１～１５のいずれか１項に記載の装置。

    【請求項１７】  前記流体が液体であることを特徴とする請求項１～１６の

いずれか１項に記載の装置。

    【請求項１８】  装置の一端から他端に延在する中空の長手方向の空間を有

することを特徴とする請求項１～１７のいずれか１項に記載の装置。

    【請求項１９】  前記中空の長手方向の空間が内部に器具又は案内管を通過

可能に配置されていることを特徴とする請求項１８に記載の装置。

    【請求項２０】  請求項１～１９のいずれか１項に記載の位置決め、検査及

び／又は処置装置を含むことを特徴とする医療－外科用器具。

    【請求項２１】  カテーテルを構成していることを特徴とする請求項２０に

記載の器具。

    【請求項２２】  内視鏡を構成していることを特徴とする請求項２０に記載

の器具。
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【国際調査報告】
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该装置包括至少两个分别直接固定在两个端部构件上的波纹管（10），
以及用于独立地改变每个波纹管中的流体压力的装置（12、18）。 。
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